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目黒区障害者計画策定に関する意見（案）について 

 

１．目黒区障害者計画策定に関する意見（案） 

次期目黒区障害者計画の策定に当たっては、計画の方向性等について目黒区地域福祉審議会（以

下「審議会」という。）に対して諮問し、答申を得なければならない。審議会における議論を進めて

いく上では、目黒区障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）としての意見を集約し、「目

黒区障害者計画策定に関する意見」として提出する必要がある。 

上記を踏まえ、現行計画に対する協議会委員への意見募集結果、令和７年９～１０月に実施した

障害者計画策定に関する調査結果及び各関係団体からの要望等に基づき、協議会会長により意見書

（素案）が取りまとめられた。 

今般、協議会委員への意見書（素案）の確認依頼を経て、別紙１のとおり「障害者計画策定に関

する意見（案）」が完成したところである。 

（参考）目黒区障害者計画の構成 

目黒区障害者計画 

障害者計画（障害者基本法） 
障害福祉計画（障害者総合支援法） 

障害児福祉計画（児童福祉法） 

障害福祉策を総合的かつ計画的に推進するため

の基本となる計画であり、障害福祉施策に関す

る理念や区の現状と課題を踏まえた障害のある

人に関する具体的な取組を掲げている。 

国の基本指針に基づき、障害福祉サービス等の

必要量を見込み、その提供体制を確保するため

の基本的事項等を定める、障害福祉サービスに

関する実施計画。 

※次期目黒区障害者計画において、障害者計画は令和９年から令和１４年度までの６年間、障害 

福祉計画及び障害児福祉計画は令和９年度から令和１１年度までの３年間を計画期間とする。 

 

２ 次期目黒区障害者計画策定に係る今後のスケジュール（予定） 

 地域福祉審議会 自立支援協議会 事務局の動き 

令和８年 

３月 

【第２回地域福祉審議会 

3/2】 

・自立支援協議会から意見書

の提出 

【第４回計画専門委員会 

3/23】 

・障害福祉、福祉人材の確保

等に関する検討 

 

障害者計画策定に関する調

査結果（確定版）の完成 

令和８年度 

５月 

【第５回計画専門委員会  

中旬】 

・次期計画の基本理念の整理 

  

６月 
【第３回地域福祉審議会  

未定】 
【第１回本会議 未定】  

令和７年度第３回本会議資料１ 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ０ 日 
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７月 

【第４回地域福祉審議会  

未定】 

・地域福祉審議会からの答申 

  

９月   関係団体へのヒアリング 

１０月  【第２回本会議 未定】  

１１月   障害者計画（素案）の策定 

１２月   パブリックコメントの実施 

令和９年 

２月 
 【第３回本会議 未定】 障害者計画（案）の策定 

３月   

障害者計画（第８期障害福

祉計画・第４期障害児福祉

計画）の策定 

 


